
（第7号議案） 一般社団法人今治市越智郡柔剣道連盟

理事会推薦による顧問候補者の承認

定第27条 (2)

藝岡 学識経康者又はこの法人に功労のあった者のうち理事会の推萬により稔会で

承を得たもの。

内規第1条 濶問の要件の規定

(1)原則として、 執行役貝（会長・副会長・辱蛤埋出／を2期4年以上務め、 かつ

理事・監事を務めた期間も合計して10年以上当速盟に貢猷された後、 理事・

監事を退任された方．

(2)原則として． 1 0年以上理事・監事を務めた後退任されたが、 特別な功績があると

評価され、 当速盟の理事会からの推藤がある方．

(3)何れの場合でも 、 本人が困辞する場合は． 理事会での推薦はしないものとする．

上記定牽及び内規を適用し、 理事会による編問推薦者

経歴

①山本省三 氏 刻道部会

②田怪秀敏 氏 柔道部会

③吉田餅ー氏銀遵部会

④田在益久氏刻遵部会

理事4年． 理事長良社琵t學6年、 副会長2年、 会長6年

理I -l年． 副会長4年

理・事務局長4年、 刷会長兼事務局長2年

坦l2年

※1 山本省三氏、 田径秀敏氏、 田窪益久氏は、 最終令和6年I 0月20Bの第3回埋事会で

麿に推鴻された。

※2 吉田耕一氏は、 令和7年4月2-4日の第2回理事会で額問に推薦されたo

以

 


